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【共】 第2章 技術基準対象施設の建設、改良または維持
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共
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4 . 5 供用を停止した施設に対する対策
【維持告示】（供用を停止した技術基準対象施設）

第 七条　供用を停止した技術基準対象施設は、港湾の開発、利用又は保全に支障を与えないよう、必要に
応じて、当該施設の撤去又は適切な維持、当該施設周辺の安全確保その他の適切な措置が講じられるも
のとする。

（1）用途の廃止等の必要に伴い技術基準対象施設としての供用を停止する場合であって、何らかの事情によ
り当該施設が引き続き存置される場合を想定して本規定を設けている。これは、そもそも、港湾の施設につ
いては、それが技術基準対象施設であるか否かに関わらず、港湾の開発、利用または保全に支障を与えない
よう良好な状態に維持しなければならないためである。
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